
 

渉外担当者集金時のお預かり及びご返却の際の 

電子サインへのご協力について（お願い） 

 

 この度、当組合では、令和３年２月に発生した不祥事件につきまして、二度と不 

祥事を発生させないために再発防止策を策定いたしました。その取組み事項の一つ

に、渉外担当者が集金する際の、お預かり及びご返却時につきまして、以下のとおり 

「電子サイン」に統一をさせていただきます。 

 

  

【お預り時にお客様にご確認いただく内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ サイン後、「完了」ボタン

を押下願います。 

① ご依頼された現金の金

額等に相違ないことをご

確認願います。 

② 携帯用端末機へサインをお

願いいたします。 

当組合は、お客様から電子サインを受けることなく現金および通帳等をお預かりすることはございま

せん。また、キャッシュカードをお預かりしたり暗証番号をお聞きすることは一切ございません。 


